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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月３１日 ０５時１７分ごろ 

発生場所 宮崎県日向市細島港東南東方沖 

 日向市所在の細島灯台から真方位１０１°７.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°２４.０′ 東経１３１°５０.１′） 

事故調査の経過 平成２５年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二十八眞好
しんこう

丸、３２４トン 

   １３６５２０、有限会社戸田水産 

５８.３１ｍ×８.８０ｍ×４.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１３年１１月９日 

Ｂ 漁船 第六徳
とく

信
しん

丸、８.５トン 

ＭＺ２－１００６６（漁船登録番号）、西良水産有限会社 

１３.７８ｍ（Lr）×３.７６ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４３５kＷ（動力漁船登録票による）、平成７

年７月２７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成３年１２月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月２７日 

    免状有効期間満了日 平成２８年１２月３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５４年６月１５日 

    免許証交付日 平成２４年８月２０日 

           （平成２９年１１月１２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷後部外板に凹損 

Ｂ 船首部船殻に亀裂、破口及びＦＲＰ剝離、船首部構造物が脱落 
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 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、空船により、自動操舵とし、

約９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で細島港東南東方

沖を南西進中、船長Ａが、単独で船橋当直を行っていたところ、平成

２５年７月３１日０５時１０分ごろ、３Ｍレンジにしたレーダー画面

において、左舷前方約３ＭにＢ船を認めた。 

船長Ａは、Ｂ船が避航船と思い、針路及び速力を保持し、Ｂ船の動

静をレーダーの方位変化で監視していたところ、方位が少し前方に変

化するものの、Ｂ船が左舷前方約０.３Ｍに接近して衝突のおそれを

感じ、汽笛で注意喚起信号を吹鳴したが、避航するように見えなかっ

たので、手動操舵に切り替え、右舵一杯を取ったものの、０５時１７

分ごろ、細島港東南東方沖において、Ａ船の左舷後部外板とＢ船の船

首部とが衝突した。 

Ｂ船は、４隻で構成されたまき網船団の灯船であり、船長Ｂが１人

で乗り組み、細島港南東方沖の漁場で操業を終え、定係地である宮崎

県延岡市島野浦漁港に向けて北進した。 

船長Ｂは、操舵室で椅子に腰を掛けて操船を行い、レーダーを１２

Ｍレンジで使用し、手動操舵により、約１３～１４kn の速力で魚群

を探索しながら、見張りを行っていたが、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

Ｂ船は、自力航行ができず、船長Ｂが連絡した僚船に島野浦漁港ま

でえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２

Ｂ船の損傷状況（船首部）、写真３ Ｂ船の損傷状況（船首部水線

下） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

日出時刻：０５時２７分（細島港） 

 その他の事項 

 

Ａ船は、レーダー２台を１.５Ｍレンジ及び３Ｍレンジで使用して

いた。 

船長Ｂは、衝突するまでＡ船に気付かず、衝突時の衝撃により、転

倒して頭部、左足等を打撲し、左膝蓋骨亀裂、左膝打撲等で２３日間

入院した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、細島港東南東方沖を南西進中、船長Ａが、左舷方にＢ船を

認め、Ｂ船が避航船と思い、針路及び速力を保持して航行を続けてい

たことから、Ｂ船が約０.３Ｍに接近して衝突のおそれを感じ、汽笛

を吹鳴して右舵一杯を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 
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Ｂ船は、細島港東南東方沖を北進中、船長Ｂが、魚群の探索を行い

ながら、見張りをしていたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、細島港東南東方沖において、Ａ船が南

西進中、Ｂ船が北進中、船長Ａが、Ｂ船が避航船と思い、針路及び速

力を保持して航行を続け、また、船長Ｂが、魚群の探索を行いなが

ら、見張りをしていたため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時、見張りを適切に行うこと。 

・保持船であった場合でも、衝突を避けるための協力動作を行う必

要があることに留意し、協力動作を適切にとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

宮崎県 
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（平成２５年７月３１日 ０５時１７分ごろ発生）
細島港 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 
 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況（船首部） 

 

写真３ Ｂ船の損傷状況（船首部水線下） 

 

損傷場所（上甲板と船尾楼甲板の境界付近） 


